
指導力不足教員の人事管理システム

【認定】 ①校長が、教育委員会（任命権者＝都道府県・指定都市教育委員会）に申請（市町村経由）。

②各教育委員会で設置している判定委員会において、当該教員の審査。

③判定委員会の意見を受けて、教育委員会（任命権者）が指導力不足の認定。

【対応】 教育委員会（任命権者）が、指導力不足教員に対して、必要な研修又は分限処分等を実施。
【現状】 堺市を除く全ての都道府県・指定都市において人事管理システムを整備済み。

学校における実態把握、指導・
支援、観察記録

校長が、教育委員会（任命権
者）への報告・申請

教育委員会が、判定委員会へ
の諮問、本人への事前説明

教育委員会が、認定及び対応
策の決定

指導力不足認定の流れ

人事管理システム概要

現場復帰指導力不足対応
の研修

分限処分（免職・
休職）・転任等

依願退職、病気休
職等

再研修

認定後の対応措置 措置後の行き先

506名（H17：うち新規246名）

116名（H17）

115名（H17）

依願退職・休職等

分限処分

９名（H17）

111名（H17）

342名（H17）＋144名（H18~）

1１名（H17）

342名

【人事管理システムの流れ】
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